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令 和 ６ 年 ４ 月 25 日 

  

各地域・職域薬剤師会会長  様 

                             

静岡県薬剤師会事務局長 

                

     

インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等について（協力依頼） 

 

 

  標題の件について、日本薬剤師会から別添写（令和６年４月２日付け事務連絡）のとおり

通知がありましたのでお知らせいたします。 

 つきましては、貴会会員へのご周知等、ご協力頂きますようよろしくお願い申し上げます。 

  

 
 
  
 

担当：事務局総務スタッフ；山田 

電話：054-203-2023／FAX：054-203-2028 

 



事 務 連 絡 

令和６年４月２日 

 

 

都道府県薬剤師会事務（局） 長 殿 

 

日本薬剤師会 

総務部 総務課 

 

 

インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等について（協力依頼） 

 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

今般、厚生労働省・財務省・国税庁の連名で、インボイス制度及び軽減税率制度 

に関する周知等について協力依頼がありましたので、お知らせいたします。 

昨年 10 月から消費税のインボイス制度（適格請求書等保存方式）が開始され、貴

会においても制度への対応を進められていることと存じますが、制度の円滑な定着

に向けて、貴会会員にご周知くださるようお願い申し上げます。 

 

 

 

 

 

以上 
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令和６年４月１日 

【公益社団法人 日本薬剤師会】 御中 

厚 生 労 働 省 

財 務 省 

国 税 庁 

 

インボイス制度及び軽減税率制度に関する周知等について（協力依頼） 

 

 

 平素から、薬事行政に御理解と御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

昨年 10 月から消費税のインボイス制度が開始され、貴団体においても制度に様々ご対応

いただいているところと存じます。 

今般、事業者団体等から国税当局に対し、①金融機関で入出金サービスや振込サービスを

利用した際の各種手数料に係るインボイスの保存方法、②クレジットカード会社の発行する

タクシーチケットに係るインボイスの保存方法について、実務を踏まえた取扱いの可否に関

する照会が寄せられました。 

これを受け、国税庁では「お問合せの多いご質問」を更新し、実務面に配慮した取扱いを

示したところです。また、上記①については、動画形式での解説も公表するとともに、電子

帳簿保存法（電子取引データ保存）に関する対応についても「電子帳簿保存法に関するお問

合せの多いご質問（令和６年３月）」を更新してその取扱いを示したところです。 

つきましては、貴団体及び傘下組織の各会員事業者やその取引先における対応を的確に進

めていただく観点から、周知・広報にご協力いただきますようお願い申し上げます。 

また、令和６年６月１日より、消費税の軽減税率の対象となる給食の一食当たりの金額基

準が変更となることから、国税庁において、別添のとおりリーフレットを作成しています※。

こちらについても、会員の方々やその取引先に、有料老人ホームの設置者や運営者、各種学

校の設置者、給食調理業者など、関係する事業者がいらっしゃる場合は、併せて周知いただ

けますと幸いです。 

※ 国税庁ホームページには、令和６年４月１日に掲載予定です。 

掲載場所：https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu//01.htm 

 

 金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法  

 お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓ 

 動画「３分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」 

 電子帳簿保存法に関するお問合せの多いご質問（令和６年３月）※該当箇所は電取追２－２ 

 

 クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法  

 お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕ 

 

 軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂  

 令和６年６月～消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります！（令和６年４月）  



（別紙） 

 

金融機関の振込手数料等に係るインボイスの保存方法  

 お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉓ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf  

 動画「３分でわかる 銀行振込手数料のインボイス対応」 

https://youtu.be/81RbYU3b7rE 

 【参考・電子帳簿保存法】お問合せの多いご質問（令和６年３月）※該当箇所は電取追２－２  

https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0023011-017.pdf 

 

 クレジットカード会社の発行するタクシーチケットに係るインボイスの保存方法  

 お問合せの多いご質問 ※該当箇所は問㉕ 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0521-1334-faq.pdf  

 

 軽減税率の対象となる給食の金額基準の改訂  

 令和６年６月～消費税の軽減税率の対象となる給食の金額基準が変わります（令和６年４月）

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0024003-094.pdf 

※令和６年４月１日公開予定 

 

  



No 問 標 題 内 容 資料

1 114
小規模事業者に係る
税額控除に関する経
過措置〈２割特例〉

適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、適格請求書発行事業者の登録によ
り課税事業者となった免税事業者については、消費税の申告について簡易に計算
できる経過措置（２割特例）があるそうですが、その内容について教えてください。

☞

2 ２ 登録の手続 適格請求書発行事業者の登録は、どのような手続で行うのですか。 ☞

3 94 立替金

当社は、取引先のＢ社に経費を立て替えてもらう場合があります。
この場合、経費の支払先であるＣ社から交付される適格請求書には立替払をした
Ｂ社の名称が記載されますが、Ｂ社からこの適格請求書を受領し、保存しておけば、
仕入税額控除のための請求書等の保存要件を満たすこととなりますか。

☞

4 54
適格請求書に記載が
必要な事項

当社は、事業者に対して飲食料品及び日用雑貨の卸売を行っています。軽減税率
制度の実施後、買手の仕入税額控除のための請求書等の記載事項を満たすもの
として、次の請求書を取引先に交付しています。
今後、適格請求書発行事業者の登録を受け、適格請求書の記載事項を満たす請求
書を取引先に交付したいと考えていますが、どのような記載事項の追加が必要で
すか。

☞

5 １
適格請求書等保存方
式の概要

「適格請求書等保存方式」の概要を教えてください。 ☞

６ 113
免税事業者等からの
仕入れに係る経過措
置

適格請求書等保存方式の開始後一定期間は、免税事業者等からの仕入税額相当
額の一定割合を控除できる経過措置があるそうですが、この場合の仕入税額控
除の要件について教えてください。

☞

７ ８

課税事業者として消
費税の確定申告が必
要となる期間（個人
事業者の場合）

個人事業者が、令和５年 10 月 1 日から適格請求書発行事業者の登録を受ける
場合における、令和５年１月１日から令和５年 12 月 31 日までの課税期間（令和
５年分）の消費税の申告について具体的に教えてください。

☞

８ ３８
令和５年10月１日前
後の取引に係る適用
関係

適格請求書等保存方式の下では、仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕
入れ等に係る帳簿及び適格請求書等の保存が原則として必要になるとのことで
すが、令和５年10月１日前後の取引において、売手における売上げの計上時期と
買手における仕入れの計上時期が異なる場合、適格請求書等の保存の要否につ
いてどのように考えればよいでしょうか。

☞

9 112

一定規模以下の事業
者に対する事務負担
の軽減措置における
１万円未満の判定単
位

一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置（少額特例）については、１万
円未満の課税仕入れが対象とのことですが、どのような単位となりますか。 ☞

10 115
２割特例の適用がで
きない課税期間①

小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置（２割特例）は、基準期間の課税
売上高が１千万円を超える課税期間などについては適用できないとのことですが、
具体的に教えてください。

☞

お問合せの多いＱ＆Ａ ＴＯＰ１０ （令和６年３月版）



 

 

 

  

 

目次 

【令和５年11月13日公表分】 

問① 登録申請の処理状況及び自らの登録番号の確認方法 .................................................... １ 

問② 適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合........................ ２ 

問③ 手書きの領収書による適格簡易請求書の交付 ............................................................. ４ 

問④ 免税事業者の交付する請求書等 ................................................................................ ６ 

問⑤ 免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合の請求書等............... ７ 

問⑥ 買手による適格請求書の修正 ................................................................................... ８ 

問⑦ 適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等 ............................... １０ 

問⑧ 売手が負担する振込手数料相当額に係る適格返還請求書 ............................................ １１ 

問⑨ 複数の契約に係る適格請求書の交付の可否 .............................................................. １２ 

問⑩ 従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除 .......................... １４ 

問⑪ 実費精算の出張旅費等 .......................................................................................... １５ 

問⑫ 返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用 ......................................... １６ 

問⑬ ２割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合 .............................. １７ 

【令和５年12月15日公表分】 

問⑭ 適格簡易請求書を交付することができる事業の具体例 ............................................... １９ 

問⑮ 派遣社員等や内定者等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除【令和６年２月19日改訂】 .. ２０ 

問⑯ 社員食堂での会社負担分に係る仕入税額控除 .......................................................... ２２ 

問⑰ 適格請求書を再交付する場合 ................................................................................ ２３ 

問⑱ 適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存方法 ................................................. ２５ 

【令和6年1月26日公表分】 

問⑲ 消費税課税事業者選択届出書を提出しても２割特例の適用ができる場合 ...................... ２７ 

問⑳ 電気通信利用役務の提供と適格請求書の保存 .......................................................... ２８ 

問㉑ セミナー参加費に係る適格請求書の交付方法 ........................................................... ２９ 

問㉒ 課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高 ................ ３１ 

【令和6年2月29日公表分】 

問㉓ 金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法 ........................... ３２ 

問㉔ 消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務 ........................................... ３４ 

【令和6年3月18日公表分】 

問㉕ クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用 ..................... ３５ 

問㉖ 月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の適格請求書等の交付方法 .................. ３６ 

 
 
 

 
 
 

 

以下のＱ＆Ａは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関す

るＱ＆Ａ（令和５年10月改訂）」の公表後、多く寄せられるご質問について、追加問や

既存問の改訂等として整理し、集約したものです。 

 多く寄せられるご質問 (令和６年３月18日更新) 
 

 



１ 

 

（登録申請の処理状況及び自らの登録番号の確認方法） 

問① 私は先日、適格請求書発行事業者の登録申請書を提出しましたが、まだ登録通知

を受けていません。登録申請の処理状況を確認したい場合は、どうしたらよいでし

ょうか。 

また、自分の登録番号が記載されている通知書を紛失してしまった場合、どうす

ればよいでしょうか。 

【答】 

１ 登録申請の処理状況の確認方法 

登録申請書については、一時期に大量の登録申請書が提出された場合や、登録申請

書に記載誤り等がある場合、内容の確認が必要になるなど、インボイス登録センター

での処理に一定の期間を要することとなります。 

現時点における登録申請書を提出してから登録通知までに要する期間は、「インボ

イス制度特設サイト」の「適格請求書発行事業者の登録件数及び登録通知時期の目安

について」に掲載しています。まずはこの登録通知時期の目安をご確認いただき、当

該目安を超えていた場合は、各国税局（所）インボイス登録センターへお問合せくだ

さい。 

 

２ ご自身の登録番号がわからなくなった場合の確認方法 

既に登録を受けている事業者の方が自身の登録番号を確認したい場合には、各国税

局（所）インボイス登録センターの案内ページに記載の問合せ先にお問合せください。 

（注）１ 法人番号を有する法人の登録番号は「T＋13 桁の法人番号」となります。

法人番号については、「国税庁法人番号公表サイト」で検索できます。 

２ 登録通知を e-Tax（電子データ）で受領することを希望された場合、e-

Tax（電子データ）で確認ができます。具体的な確認手順は、「インボイス

制度特設サイト」の「申請手続」にある「登録通知データ確認マニュアル」

をご参照ください。 

 



２ 

 

（適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果とレシート表記が異なる場合） 

問② 屋号が記載されたレシート（適格簡易請求書）の交付を受けました。当該レシー

トに記載された登録番号に基づき、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」に

て検索した結果、事業者の氏名又は名称のみが表示され、屋号は表示されませんで

した。このような場合、当社は仕入税額控除の適用を受けてよいのでしょうか。 

 

【答】 

適格請求書等に記載する氏名・名称については、電話番号等により適格請求書を交

付する事業者を特定することができれば、屋号や省略した名称などの記載で差し支え

ないこととされています（詳細は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等

保存方式に関するＱ＆Ａの問 55」をご参照ください。）。 

したがって、その氏名・名称の代わりに屋号が記載された適格請求書等を受領した

事業者においては、「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で当該適格請求書等

に記載された登録番号を基にして検索したとしても、その結果として表示された事業

者が当該適格請求書等に記載された屋号の事業者と同一であるか明らかとならないこ

とも考えられます。 

この点、本サイトは、取引先から受領した請求書等に記載されている登録番号が取

引時点において有効なものかを確認するために利用されるものであるため、その登録

番号の有効性が確認できれば、一義的には有効な適格請求書等として取り扱うことと

して差し支えありません（注）。 

（注） 売手が適格請求書発行事業者以外の者であるにもかかわらず、自らの登録番

号と誤認されるような英数字が記載されているような場合には、当該請求書等

は適格請求書等に該当しないこととなりますが、適格請求書発行事業者以外の

者がそうした適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある

表示をした書類を交付することや、適格請求書発行事業者が偽りの記載をした

適格請求書又は適格簡易請求書を交付すること、それらの書類の記載事項に係

る電磁的記録を提供することは禁止されており、罰則（１年以下の懲役又は

50万円以下の罰金）の適用対象となります。 

 スーパー○○ 

03-○○○○-○○○○ 

登録番号T9876543210987 

XX年11月１日 

 

領収書 

牛肉 ※       2,160円 

雑貨         3,300円 

小計         5,460円 

８%対象 2,160円 

10％対象 3,300円 

※は軽減税率対象 

一

致

せ

ず 



３ 

 

また、そうした書類や電磁的記録を受領した事業者において、災害その他や

むを得ない事情により、請求書等の保存をすることができなかったことを証明

した場合には、帳簿や請求書等の保存がなくとも仕入税額控除の適用を受ける

ことが可能です。 

 

（参考）適格請求書を発行する事業者における対応例 

国税庁適格請求書発行事業者公表サイトの検索結果として表示される事業者名とレ

シートに表記した屋号等が異なる場合、売手である適格請求書発行事業者において、

顧客から問合せを受けることも考えられます。 

こうした問合せに対する対応としては、例えば、個人事業者については、申出によ

り「主たる屋号」を公表することが考えられます。 

また、法人については「主たる屋号」の公表ができる仕組みとはなっていません

が、例えば、レシートに、屋号に加えて「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」

に掲載されている運営会社等の名称を併記することや、店頭に「公表サイトには運営

会社等の名称（○○(株)）が表示される」旨を掲示する等の方法によることもご検討

ください。 

 

【適格簡易請求書に運営会社名を表示した場合の例】 

 

  

 スーパー○○ 

運営会社：国税商事(株) 

登録番号T9876543210987 

XX年11月１日 

 

領収書 

牛肉 ※       2,160円 

雑貨         3,300円 

小計         5,460円 

８%対象2,160円 

10％対象3,300円 

※は軽減税率対象 

一

致 



４ 

 

（手書きの領収書による適格簡易請求書の交付） 

問③ 当社は旅館を経営しており、企業に懇親会でご利用いただくこともあります。領

収書の発行を求められたときには手書きで領収書を作成し、交付してきました。こ

れを適格請求書等とするためには、宛名や税率ごとの対象金額・消費税額を明記し

て交付しなければならないのでしょうか。 

また、温泉に入浴した顧客から受け取る対価には入湯税など課税対象外のものも

含まれていますが、どのように記載したらよいでしょうか。 

【答】 

適格請求書等保存方式においては、適格請求書発行事業者が、小売業など不特定か

つ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業を行う場合には、適格請求書に代え

て、適格簡易請求書を交付することが可能です。 

適格簡易請求書の具体的な記載事項は以下のとおりとされており、下記記載例のと

おり、「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載が不要であり、「税率ご

とに区分した消費税額等」又は「適用税率」のいずれか一方の記載で足りることとな

ります。 

また、適格請求書や適格簡易請求書のいずれについても、手書きの領収書等により

交付することが可能であり、課税資産の譲渡等に係る「税込価額」が記載されていれ

ば、「税抜価額」を記載する必要はありません。 

 

 【適格簡易請求書の記載事項】 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象課税

資産の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象課税資産の譲渡等である旨） 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率 

 

【手書きの適格簡易請求書の記載例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）適格簡易請求書の詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等

保存方式に関するＱ＆Ａの問 58」を、手書きの領収書の詳細は、「消費税の仕

領 収 証 
No.＿＿＿＿＿＿＿＿ 

16,５00  円 

＿＿＿＿＿＿＿＿様 

但   飲食費として        

●年 ●月 ●日 上記正に領収いたしました 

＜金額（税抜・税込）＞  

  ％           

10 ％           

＜消費税額等＞      

  ％           

  ％           

○○県 ○○市 ○○―○○ 

○○旅館 
登録番号 T1234567890123 

宛名は省略可能 

※ 「上様」の表記も可能 

消費税額等又は適用税率

のどちらか一方の記載で

可能 

※ 例の場合、適用税率のみ
の記載（消費税額や税抜価
額の記載は不要） 



５ 

 

入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 26」ご参照

ください。 

 

また、課税対象外の取引について適格請求書等の交付義務はありませんが、適格請

求書等に併せて記載することも可能です。その場合には、受け取った対価のうち課税

対象外のものを除いた税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額を内

訳欄に記載してください。 

例えば、旅館に宿泊した顧客から宿泊料 16,500 円の他 150 円を入湯税として受

け取った場合には、領収金額は実際に受け取った 16,650 円を記載しつつ、但書き

に「入湯税」を追加するとともに、左下の金額（税抜・税込）欄に課税資産の譲渡等

（宿泊費）に係る税込価額 16,500円を記載してください。 

 

【課税対象外の取引がある場合の手書きの適格簡易請求書の記載例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

領 収 証 
No.＿＿＿＿＿＿＿＿ 

16,650  円 

＿＿＿＿＿＿＿＿様 

但   宿泊費・入湯税（150円）として        

●年 ●月 ●日 上記正に領収いたしました 

＜金額（税抜・税込）＞  

  ％           

10 ％   16,500円        

＜消費税額等＞      

  ％           

  ％           

○○県 ○○市 ○○―○○ 

○○旅館 
登録番号 T1234567890123 

適用税率及び税込価額を

記載 

課税対象外の取引も記載

が可能 



６ 

 

（免税事業者の交付する請求書等） 

問④ 私は、免税事業者である個人事業者です。適格請求書等保存方式においては適格

請求書発行事業者しか適格請求書を交付できないとのことですが、免税事業者はこれ

まで出していたような請求書や領収書等を交付することはできないのでしょうか。 

【答】 

適格請求書等保存方式において、適格請求書を交付することができるのは適格請求

書発行事業者に限られます。 

他方、適格請求書発行事業者以外の者であっても、適格請求書に該当しない（適格

請求書の記載事項を満たさない）請求書や領収書等の交付や、それらに記載すべき事

項に係る電磁的記録の提供を行うことは、これまでと同様に可能です（注１）。 

ただし、適格請求書発行事業者以外の者が、適格請求書発行事業者が作成した適格

請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をした書類（注２）を

交付することや、当該書類の記載事項に係る電磁的記録を提供することは禁止されて

おり、罰則（１年以下の懲役又は 50万円以下の罰金）の適用対象となります。 

なお、免税事業者が請求書等に消費税相当額を記載したとしても、それが適格請求

書等と誤認されるおそれのあるものでなければ、基本的に罰則の適用対象となるもの

ではありません。また、免税事業者であっても、仕入れの際に負担した消費税相当額

を取引価格に上乗せして請求することは適正な転嫁として、何ら問題はありません。 

（注）１ 適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについては、仕入税額相

当額の一定割合（80％、50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置

が設けられていますが、当該経過措置の適用を受けるためには、区分記載請

求書の記載事項を満たした書類等の保存が求められていますので、取引の相

手方からそうした書類等の作成・交付を求められることも考えられます。な

お、保存されている書類が消費税法上の適格請求書か区分記載請求書である

かは、所得税・法人税の必要経費性・損金性に影響を与えるものではありま

せん。 

２ 適格請求書又は適格簡易請求書であると誤認されるおそれのある表示をし

た書類とは、例えば、登録番号（Ｔ＋13 桁の数字）と類似した英数字や、

自身のものではない登録番号を、自らの「登録番号」として記載した書類な

どをいいます。 

（参考）免税事業者等からの仕入れに係る経過措置についての詳細は、「消費税の

仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 113」

をご参照ください。 

  



７ 

 

（免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置の適用を受ける場合の請求書等） 

問⑤ 当社の取引先に適格請求書発行事業者以外の方がいるのですが、仕入税額相当額

の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置を受けるためには、どのよう

な請求書や電磁的記録を保存すればよいのでしょうか。また、受け取った請求書等

に「軽減対象資産の譲渡等である旨」等の記載がなかった場合、当社で追記するこ

とはできるのでしょうか。 

【答】 

適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税

事業者）からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期期間は、

仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられてい

ます。 

ご質問のように、この経過措置の適用を受けるためには、例えば、「80％控除対

象」、「○免」など、当該経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載をした

帳簿及び、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等（区分記載請求書等

に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。）の保存が必要となります。 

この請求書等の記載事項について、具体的には次の事項となります。 

① 書類の作成者の氏名又は名称 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容（課税資産の譲渡等が軽減対象資産

の譲渡等である場合には、資産の内容及び軽減対象資産の譲渡等である旨） 

④ 税率ごとに合計した課税資産の譲渡等の税込価額 

⑤ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 

ご質問の③かっこ書きの「軽減対象資産の譲渡等である旨」及び④の「税率ごとに

合計した課税資産の譲渡等の税込価額」については、受領者が自ら請求書等に追記し

て保存することが認められます。 

なお、提供された請求書等に記載すべき事項に係る電磁的記録を整然とした形式及

び明瞭な状態で出力した書面に追記して保存している場合も同様に認められます。 

 

【区分記載請求書等の記載例】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

請求書 
○○㈱御中 

㈱△△ 
●年■月分 請求金額    43,600 円 
 ■月１日 割りばし   550 円 
 ■月３日 牛  肉  ※ 5,400 円 

： 
        合  計  43,600 円 

（10％対象 22,000 円） 
（８％対象 21,600 円） 

※は軽減税率対象 

追記が可能 
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（買手による適格請求書の修正） 

問⑥ 取引先から受領した適格請求書の記載事項に誤りがありました。この場合、取引

先から修正した適格請求書の交付を受けなければならないと思いますが、例えば、

取引先に電話等で修正事項を伝え、取引先が保存している適格請求書の写しに同様

の修正を行ってもらえば、自ら修正を行った適格請求書の保存で仕入税額控除を行

ってもよいでしょうか。 

【答】 

売手である適格請求書発行事業者は、交付した適格請求書、適格簡易請求書又は適

格返還請求書（電磁的記録により提供を行ったものも含みます。）の記載事項に誤り

があったときは、買手である課税事業者に対して、修正した適格請求書、適格簡易請

求書又は適格返還請求書を交付しなければならないこととされており、買手において

は、追記や修正を行うことは認められていません。 

ただし、買手が作成した一定事項の記載のある仕入明細書等の書類で、売手である

適格請求書発行事業者の確認を受けたものについても、仕入税額控除の適用のために

保存が必要な請求書等に該当しますので、買手において適格請求書の記載事項の誤り

を修正した仕入明細書等を作成し、売手である適格請求書発行事業者に確認を求める

ことも認められます。 

この際、例えば、相互に関連する複数の書類により、仕入明細書等を作成すること

も可能であることから、受領した適格請求書と関連性を明確にした別の書類として修

正した事項を明示したものを作成し、当該修正事項について売手の確認を受けたもの

を保存することも認められます。 

したがって、ご質問のように、受領した適格請求書に買手が自ら修正を加えたもの

であったとしても、その修正した事項について売手に確認を受けることで、その書類

は適格請求書であるのと同時に修正した事項を明示した仕入明細書等にも該当するこ

とから、当該書類を保存することで、仕入税額控除の適用を受けることとして差し支

えありません。 

なお、これらの対応を行った場合でも、売手において当初交付した適格請求書の写

しを保存しなければなりません。また、売手において、売上税額の積上げ計算を行う

場合には、これらの対応により確認を行った仕入明細書等を適格請求書等の写しと同

様の期間・方法により保存する必要があります。 

（参考）仕入明細書等による適格請求書等の誤りの修正についての詳細は、「消費税

の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 32」

を、修正した適格請求書の交付方法の詳細については「消費税の仕入税額控除

制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 33」を、適格請求書

と仕入明細書等を一の書類で交付することの詳細については、「消費税の仕入

税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 91」を、仕

入明細書を受領した場合における売上税額の積上げ計算の詳細については「消

費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問

121」をそれぞれご参照ください。 

 



９ 

 

【適格請求書を修正し、適格請求書及び仕入明細書等とする例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求書 

(株)○○御中 

△△商事(株) 

T1234567890123 

 

10／１  オレンジジュース   108,000円 

１０／２  キッチンペーパー  113 ,000円 

10／２  リンゴジュース    158,000円 

 

10％ 税抜 1,980,000円 税198,000円 

 ８％ 税抜 1,539,000円 税123,120円 

請求書 

(株)○○御中 

△△商事(株) 

T1234567890123 

 

10／１ オレンジジュース ※ 108,000円 

１０／２  キッチンペーパー  113 ,000円 

10／２ リンゴジュース  ※  158,000円 

 

10％ 税抜 1,980,000円 税198,000円 

 ８％ 税抜 1,539,000円 税123,120円 

※は軽減税率対象 

 

「軽減税率対象品目である旨」の

記載がない 

「軽減税率対象品目である旨」を

買手自ら補完しつつ、補完した旨

を売手である△△商事(株)へ確認を

受けることで、適格請求書及び修

正事項を明示した仕入明細書等と

なる。 

訂正事項につき11月１日先方確認済み 



１０ 

 

（適格請求書発行事業者からの課税仕入れに係る経過措置の適用等） 

問⑦ 当社は、仕入先が多数あり、登録番号の記載のない請求書の交付を受けることも

多くあります。この場合、適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号の記載

のない請求書等を含め、登録番号の記載のない請求書等については、一律に、仕入

税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けても

よいでしょうか。 

【答】 

適格請求書発行事業者以外の者（消費者、免税事業者又は登録を受けていない課税

事業者）からの課税仕入れであっても、適格請求書等保存方式開始から一定期期間は、

仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられてい

ます。 

ただし、当該経過措置の適用は、取引の相手方が適格請求書発行事業者以外の者で

ある場合に限りませんので、例えば適格請求書発行事業者から交付を受けた登録番号

のない請求書等を含め、区分記載請求書等の記載事項を満たしたものの保存がある場

合には、一律に、当該経過措置の適用を受けることとなります。 

 

  



１１ 

 

（売手が負担する振込手数料相当額に係る適格返還請求書） 

問⑧ 当社は飲食料品を販売しており、取引は全て軽減税率（８％）対象となります。

銀行振込みで代金請求するに当たり、取引当事者の合意の下で買手が振込手数料相

当額を請求金額から差し引いて支払うこととしています（代金請求の際に既に適格

請求書を交付しています）。売手である当社としては、売上げに係る対価の返還等

として経理処理することとしていますが、この場合、当社は適格返還請求書を交付

する必要があるのでしょうか。 

【答】 

売手が負担する振込手数料相当額に係る経理処理について、当該振込手数料相当額

を売上げに係る対価の返還等として処理する場合、原則として、買手に対して適格返

還請求書を交付する必要がありますが、一般的には、こうした振込手数料相当額は１

万円未満となると考えられますので、その場合は適格返還請求書の交付義務が免除さ

れることとなります。 

そのため、取引の相手方から適格返還請求書の交付を求められたとしても、交付す

る義務はありません。 

なお、売手が買手に対して売上げに係る対価の返還等を行った場合の適用税率は、

売上げに係る対価の返還等の基となる課税資産の譲渡等の適用税率に従うこととなり

ます。そのため、軽減税率（８％）対象の課税資産の譲渡等を対象とした振込手数料

相当額の売上値引きには、軽減税率（８％）が適用されます。 

（参考）売手が負担する振込手数料相当額の取扱いについての詳細は、「消費税の仕

入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 29」をご

参照ください。 

 

  



１２ 

 

（複数の契約に係る適格請求書の交付の可否） 

問⑨ 当社は、複数の事業所がある顧客との間では、その事業所ごとに契約を締結し、

その代金を毎月まとめて顧客に請求しています。この代金請求に関しては、従来、

毎月の請求額と消費税相当額の合計を記載した請求書に、その内訳として契約ごと

の本体価格と消費税相当額（端数処理済）を記載したものを送付する方法で行って

きました。 

適格請求書等保存方式の開始により、消費税の端数処理については「一の適格請

求書につき、税率ごとに１回」とされたことを踏まえ、一カ月分をまとめて請求す

るのではなく、個々の契約ごとに適格請求書を作成・交付する方法に変更しました

が、交付した適格請求書の写しとして保存すべき量が多量となることや顧客の利便

性も勘案し、複数の契約に係る料金を１カ月分まとめて一の適格請求書で請求する

方法に改めることを検討していますが、問題ないでしょうか。また、その際に気を

付けるべき点としてはどういったことがあるでしょうか。 

【答】 

適格請求書に記載する消費税額等は、適格請求書に記載した税率ごとに合計した課

税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額に、一定の割合（税抜価額の場合100

分の10（又は100分の８）、税込価額の場合110分の10（又は108分の8））を

乗じて算出し、その算出した消費税額等に１円未満の端数が生じた場合にその端数を

処理するため、適格請求書に記載する消費税額等の端数処理は一の適格請求書につき、

税率ごとに１回行うこととなります。 

ご質問のように、事業所ごとに締結した契約に基づき課税資産の譲渡等を行ってい

るとしても、その課税資産の譲渡等に係る対価の額を請求書内で合計し、適格請求書

の記載事項（課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は税込価額）とすることは何ら問題

ありません。 

また、ご質問の場合の適格請求書の記載例としては、「消費税の仕入税額控除制度

における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問66」にあるとおり、例えば、以

下のように課税資産の譲渡等の税込価額を合計し、その合計金額から算出した消費税

額等を記載することにより、適格請求書の記載事項である消費税額等とすることがで

きます。 

なお、契約ごとに算出した消費税額等を参考として記載することは問題ありません

が、法令で求められる適格請求書の記載事項としての消費税額等にはなりませんので

ご留意ください。 
 

 



１３ 

 

  

請求書 

㈱○○御中                       XX年11月1日 

10月分（10/１～10/31） 

ご請求金額 消費税額等（10%） 

96,745円 8,795円 

 

【請求金額内訳】 

契約種別 利用金額（税込） 参考：消費税額等 

Ａ契約 13,157円 1,196円 

Ｂ契約 38,233円 3,475円 

Ｃ契約 45,355円 4,123円 

△△商事㈱ 

登録番号T… 

消費税額等の計算方法は、 

課税資産の譲渡等の税込価額の

合計額である96,745円を適用税

率で割り返して算出しています。 

96,745円×10/110＝8,795円 



１４ 

 

（従業員が立替払をした際に受領した適格簡易請求書での仕入税額控除） 

問⑩ 当社は、事業に必要な消耗品等を従業員が自ら購入し、その際受領した適格簡易

請求書と引き換えに、当該消耗品費を支払っています。この場合、当該適格簡易請

求書の宛名には「従業員名」が記載されているのですが、これをそのまま保存する

ことで、当社は仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。 

【答】 

従業員が事業に必要なものとして購入した消耗品等の代金を貴社が負担する場合に

は、それは貴社が負担すべき費用を従業員から立替払を受けたことになります。 

原則として、本来宛名の記載を求められない適格簡易請求書であったとしても、書

類の交付を受ける事業者の氏名又は名称として仕入税額控除を行う事業者以外の者の

氏名又は名称が記載されている場合には、当該適格簡易請求書をそのまま受領し保存

したとしても、これをもって、仕入税額控除を行うことはできません。 

しかしながら、当該従業員が貴社に所属していることが明らかとなる名簿や当該名

簿の記載事項に係る電磁的記録（以下「従業員名簿等」といいます。）の保存が併せ

て行われているのであれば、宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、当該従

業員名簿等の保存をもって、貴社は当該消耗品費に係る請求書等の保存要件を満たす

こととして、仕入税額控除を行うこととして差し支えありません。 

なお、従業員名簿等がなく、立替払を行う者である従業員を特定できない場合には、

宛名に従業員名が記載された適格簡易請求書と、従業員が作成した立替金精算書の交

付を受け、その保存が必要となります（詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度にお

ける適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 94」をご参照ください。）。 

 

  



１５ 

 

（実費精算の出張旅費等） 

問⑪ 当社は、社員が出張した場合、旅費規程や日当規程に基づき出張旅費や日当を支

払っています。この際、実際にかかった費用に基づき精算を行うため、社員から

は、支払の際に受け取った適格請求書等を徴求することとしています。この実費に

係る金額について、帳簿のみの保存（従業員等に支給する通常必要と認められる出

張旅費等）により仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。 

【答】 

社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち、その旅行に通常必要であると認

められる部分の金額については、課税仕入れに係る支払対価の額に該当するものとし

て取り扱われ、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。 

この社員に対する支給には、概算払によるもののほか、実費精算されるものも含ま

れますので、実費精算に係るものであっても、その旅行に通常必要であると認められ

る部分の金額については、帳簿のみの保存で仕入税額控除を行うことができます。 

（注） 帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる「その旅行に通常必要であると

認められる部分」については、所得税基本通達９－３に基づき判定しますので、

所得税が非課税となる範囲内で、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められる

ことになります。詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書

等保存方式に関するＱ＆Ａの問 107」をご参照ください。 

（参考）実費精算が貴社により用務先へ直接対価を支払っているものと同視し得る場

合には、通常必要と認められる範囲か否かにかかわらず、他の課税仕入れと同

様、一定の事項を記載した帳簿及び社員の方から徴求した適格請求書等の保存

により仕入税額控除を行うこととなります。 

その際、３万円未満の公共交通機関による旅客の運送など、一定の課税仕入

れに当たるのであれば、当該帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

詳しくは、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関す

るＱ＆Ａの問 104」をご参照ください。 

 

  



１６ 

 

（返信用封筒に貼付した郵便切手に係る仕入税額控除の適用） 

問⑫ 当社は、取引先に書類を送付し、その控えを返信用封筒で当社に送り返してもら

うこととしています。この際、封筒に同封する返信用封筒に郵便切手をあらかじめ

貼付していますが、この郵便切手により返送を受けるという引換給付についても仕

入税額控除を行ってよいでしょうか。 

【答】 

郵便切手類は、購入時においては原則として、課税仕入れには該当せず、役務又は

物品の引換給付を受けた時にその引換給付を受けた事業者の課税仕入れとなります。 

適格請求書等保存方式においては、仕入税額控除の適用を受けるためには、原則と

して適格請求書等の保存が必要となりますが、郵便切手類のみを対価とする郵便ポス

ト等への投函による郵便サービスは、適格請求書の交付義務が免除されており、買手

においては、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除の適用を受けるこ

とができます。 

この点、ご質問のように、返信用封筒に貼付された郵便切手類（自らが購入した郵

便切手類）により返送を受けるのであれば、郵便切手類のみを対価とする郵便ポスト

等への投函による郵便サービスを受けたものとして、帳簿のみの保存で仕入税額控除

を行うこととして差し支えありません。 

（注） この場合、当該郵便切手類の購入時に仕入税額控除を行うことも可能ですが、

その後、返送を受けないことが明らかとなった際には、その明らかとなった課

税期間において、仕入控除税額を調整することとして差し支えありません。 

 

  



１７ 

 

（２割特例を適用するよりも簡易課税制度を適用した方が有利な場合） 

問⑬ 当社は、ハンドメイド作家が作成した雑貨を仕入れ、小売店に販売する事業を営

んでいる個人事業者です。これまで免税事業者でしたが、令和５年 10 月１日から

適格請求書発行事業者となり、令和５年分について初めて消費税の確定申告を行い

ます。このような場合、消費税の納付税額を軽減できる２割特例や、簡易課税制度

も適用できると思いますが、どのような方法により消費税の申告を行えばよいので

しょうか。 

【答】 

消費税の申告方法は、仕入控除税額について実額で計算する「一般課税」、業種ご

とに決められたみなし仕入率を適用し仕入控除税額を計算する「簡易課税制度」、そ

して、適格請求書等保存方式を機に免税事業者から適格請求書発行事業者となった方

を対象に、売上税額の２割を納税額として計算する「２割特例」による方法がありま

す。 

貴社の行っている事業は、「卸売業」に該当し、簡易課税制度を適用して申告する

場合、90％のみなし仕入率が適用されることになりますので、２割特例を適用する

よりも、消費税の納付金額が少なくなると考えられます。 

２割特例については、適用を受ける旨を確定申告書に付記することで適用できます

が、簡易課税制度は、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

に、「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります（その課税期間の

基準期間における課税売上高が 5,000 万円以下である場合に限ります。）。しかし、

免税事業者が登録日から課税事業者となる経過措置の適用を受ける場合には、その登

録日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した届出書をその課

税期間中に提出すれば、その課税期間から、簡易課税制度の適用を受けることができ

ることとされています。 

したがって、ご質問のような前提のもと、令和５年分の申告について簡易課税制度

の適用を選択する場合には、課税期間の末日（令和５年 12 月 31 日）まで（注）に

「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する必要があります。 

なお、多額の設備投資などがあり、課税仕入れ等に係る消費税額が課税売上げに係

る消費税額を上回る場合、一般課税であれば還付税額が生じますが、簡易課税制度や

２割特例を適用している場合には、通常、還付税額が生じることはありませんので、

その点も踏まえ申告方法をご検討ください。 

（注） 課税期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一

般の休日、土曜日又は 12 月 29 日、同月 30 日若しくは同月 31 日であった

としても、これらの日の翌日とはなりませんのでご留意ください。 

（参考）２割特例についての詳細は、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求

書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 114」をご参照ください。また、免税事業

者が登録日から課税事業者となる経過措置についての詳細は、「消費税の仕入

税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問７」を、簡易

課税制度を選択する場合の手続等についての詳細は、「消費税の仕入税額控除

制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問９」をご参照ください。 



１８ 

 

 

 

  

事業区分 みなし仕入率 該当する事業 

第 1 種事業 90％ 
卸売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更

しないで他の事業者に対して販売する事業)をいいます。 

第 2 種事業 80％ 

小売業(他の者から購入した商品をその性質、形状を変更

しないで販売する事業で第 1 種事業以外のもの)、農業・

林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業）をいいます。 

第 3 種事業 70％ 

農業・林業・漁業（飲食料品の譲渡に係る事業を除

く）、鉱業、建設業、製造業（製造小売業を含みま

す。）、電気業、ガス業、熱供給業および水道業をい

い、第 1 種事業、第 2 種事業に該当するものおよび加工

賃その他これに類する料金を対価とする役務の提供を除

きます。 

第 4 種事業 60％ 

第1種事業、第2種事業、第3種事業、第5種事業およ

び第 6 種事業以外の事業をいい、具体的には、飲食店業

などです。 

なお、第 3 種事業から除かれる加工賃その他これに類す

る料金を対価とする役務の提供を行う事業も第 4 種事業

となります。 

第 5 種事業 50％ 

運輸通信業、金融・保険業 、サービス業（飲食店業に該

当する事業を除きます。）をいい、第 1 種事業から第 3

種事業までの事業に該当する事業を除きます。 

第 6 種事業 40％ 不動産業 



１９ 

 

（適格簡易請求書を交付することができる事業の具体例） 

問⑭ 当団体は、多数の会員を有する事業者団体です。当団体は、定期的に会員の中か

ら広く参加者を募ってセミナーを開いており、セミナー当日に参加者からその対価

を徴収しています。このセミナーについては、適格簡易請求書の交付対象になりま

すか。なお、参加者は毎回多数に上るため、参加費を徴収する際には「●●会会員

様」という宛名を事前に印刷した領収書、あるいは宛名のない領収書を配布してい

ます。 

【答】 

適格請求書発行事業者が、不特定かつ多数の者に課税資産の譲渡等を行う一定の事業

を行う場合には、適格請求書に代えて、記載事項を簡易なものとした適格簡易請求書を

交付することができます。 

この適格簡易請求書の交付ができる事業は、小売業や飲食店業、写真業、旅行業、タ

クシー業及び駐車場業（不特定かつ多数の者に対するものに限ります。）の他、「これ

らの事業に準ずる事業で不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業」についても対

象になりますが、当該事業に該当するかは、個々の事業の性質により判断されます。 

「不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行うもの」には、その取引に当たり、相手方

の氏名等を確認するものであったとしても、相手方を問わず広く一般を対象に資産の譲

渡等を行う、ホテル・旅館等の宿泊サービスや航空サービス、レンタカー事業なども含

まれます。 

他方、通常の事業者間取引や、消費者を含めた多数の者に対して行う取引であったと

しても、その相手方を一意に特定したうえで契約を行い、その契約に係る取引の内容に

応じて個々に課税資産の譲渡等を行うようなもの（電気・ガス・水道水の供給、電話料

金など）は、一般的には、適格簡易請求書の交付ができる事業には当たりません。 

ご質問のセミナーについては、その参加者が貴団体の会員に限られ、一定の対象者に

対して取引を行うものではありますが、相手方を一意に特定したうえで開催されるもの

ではなく、また、対象者も多数に上るものであることから、適格簡易請求書の交付を行

う事業に該当することとなります。 

これにより、領収書に「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」の記載は不要と

なりますので、あらかじめ「●●会会員様」との宛名を印刷した領収書を適格簡易請求

書として交付することも認められます。また、仮に宛名として会員名を記載した場合で

あっても、適格簡易請求書であることには変わりはないため、消費税額等又は適用税率

のいずれかの記載があれば問題ないことになります。 
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（派遣社員等や内定者等へ支払った出張旅費等の仕入税額控除） 

問⑮ 当社は、自社で雇用している従業員と同様に、派遣社員や出向社員が出張した際

にも、旅費規程に基づき出張旅費を支払っています。当該出張旅費については、派

遣元企業や出向元企業を通じて当該社員に支払われることになるのですが、仕入税

額控除の要件として派遣元企業や出向元企業から請求書等の交付を受け、これを保

存する必要はありますか。また、内定者や採用面接者に対し、内定者説明会会場や

面接会場までの交通費等を支給する場合の取扱いはどうなりますか。【令和６年２

月 19日改訂】 

【答】 

従業員等に支給する出張旅費、宿泊費、日当等（以下「出張旅費等」といいます。）

のうち、その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については、課税仕入れに

係る支払対価の額に該当するものとして取り扱われ、この金額については、一定の事項

を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます（以下「出張旅費等特例」と

いいます。）。 

１ 派遣社員や出向社員に対して支払われる出張旅費等について 

派遣社員や出向社員（以下「派遣社員等」といいます。）に対して支払われる出張

旅費等については、それぞれ次のとおり取り扱うこととなります。 

⑴ 派遣元企業等に支払うもの 

当該出張旅費等が直接的に派遣社員等へ支払われるものではなく、派遣元企業や

出向元企業（以下「派遣元企業等」といいます。）に支払われる場合、派遣先企業

や出向先企業（以下「派遣先企業等」といいます。）においては、人材派遣等の役

務の提供に係る対価として、仕入税額控除に当たり派遣元企業等から受領した適格

請求書の保存が必要となります。 

⑵ 派遣元企業等を通じて派遣社員等に支払うもの 

派遣元企業等が当該出張旅費等を預かり、そのまま派遣社員等に支払われること

が派遣契約や出向契約等において明らかにされている場合には、派遣先企業等にお

いて、出張旅費等特例の対象として差し支えありません。この場合、当該出張旅費

等に相当する金額について、派遣元企業等においては立替払を行ったものとして課

税仕入れには該当せず、仕入税額控除を行うことはできません。 

 

２ 内定者や採用面接者に対して支払われる交通費等について 

内定者のうち、企業との間で労働契約が成立していると認められる者※に対して支

給する交通費等については、通常必要であると認められる部分の金額について出張旅

費等特例の対象として差し支えありません。 

※ 労働契約が成立していると認められるか否かは、例えば、企業から採用内定通知

を受け、入社誓約書等を提出している等の状況を踏まえて判断されることとなりま

す。 

一方、採用面接者は通常、従業員等に該当しませんので、支給する交通費等につい

て、出張旅費等特例の対象にはなりません。 
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（注）１ 出張旅費等特例の対象となる出張旅費等や交通費等（以下「旅費交通費等」

といいます。）には、概算払によるもののほか、実費精算されるものも含まれ

ます。なお、出張旅費等特例の対象とならない場合の派遣社員等、内定者又は

採用面接者（以下「派遣社員・内定者等」といいます。）に対して支払われる

旅費交通費等については、貴社が当該旅費交通費等を派遣社員・内定者等を通

じて公共交通機関（船舶、バス、鉄道又は軌道）に直接支払っているものと同

視し得る場合には、３万円未満の支払について、一定の事項を記載した帳簿の

みの保存により仕入税額控除が認められます（以下「公共交通機関特例」とい

います。）。 

 ２ 海外出張のために支給する出張旅費等については、原則として課税仕入れに

は該当しません。 

 ３ 上記の出張旅費等特例や公共交通機関特例の対象にはならない旅費交通費等

について仕入税額控除の適用を受けるには、派遣社員・内定者等が交付を受け

た旅費交通費等に係る適格請求書又は適格簡易請求書の提出を受け、それを保

存する必要があります（宛名として派遣社員・内定者等の氏名が記載されてい

る場合には、原則として、立替金精算書の保存も必要となります。詳細は「多

く寄せられるお問合せの問⑩」をご参照ください。）。 
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（社員食堂での会社負担分に係る仕入税額控除） 

問⑯ 当社は、他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させていま

す。例えば、従業員が 1,000 円分の喫食を行った場合、当社はその７割（700 円）

を従業員から徴収し、差額 300 円を負担する形で食堂を経営する当該他の事業者に

対して支払を行っています。適格請求書には、課税資産の譲渡等に係る税込価額と

して支払を行った全額が記載されているのですが、当社はどのように仕入税額控除

を行うことになるのでしょうか。なお、従業員から徴収した代金は預り金として処

理しています。 

【答】 

事業者が他の事業者が経営する食堂を社員食堂として従業員に利用させるという契約

を当該他の事業者と締結し、その従業員の食事代の全部又は一部を支払っているときは、

給与として課税されるかどうかにかかわらず、その金額は課税仕入れに該当し、当該他

の事業者から受領した適格請求書及び一定の記載をした帳簿の保存により仕入税額控除

を行うことが可能です。 

ただし、従業員から一部の代金を徴収し、預り金として処理している場合には、事業

者が実際に負担した部分の金額のみが課税仕入れの対象となることから、ご質問の例で

あれば、喫食に係る代金の全額が記載されている適格請求書を保存していたとしても、

貴社は 300円を基礎として、仕入税額控除の適用を受けることとなります。 

なお、仕入控除税額の計算に当たって、積上げ計算を行う場合、受領した一の適格請

求書に記載された課税資産の譲渡等に係る消費税額等のうち、課税仕入れに係る部分の

金額として算出した金額に１円未満の端数が生じる場合は、受領した一の適格請求書に

つき、税率ごとに１回の端数処理を行う必要がありますが、その方法については切上げ、

切捨て、四捨五入など、任意の方法とすることができます。 

 

【一部を従業員負担にしている場合の適格請求書に係る仕入控除税額の計算例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

請求書 

△△商事(株) 御中 

(株)○○食堂 

T1234567890123 

１０月分 

1 0／ １  喫食代金     5 , 8 3 0円 

１ ０／２  喫食代金     7 , 0 4 0円 

1 0／３  喫食代金     6 , 3 5 ０円 

・・
・

 

10％ 税込 215,040円（内税19,549円） 

 

７割を従業員負担としている場合、

215,040円 × ３0％ ＝ 64,512円が課

税仕入れの対象となる。 

（差額の150,528円は預り金として処理） 

 

また、仕入税額控除の対象となる消費税額

等のうち課税仕入れに係る部分の金額は、 

19,549円 × 30% ＝ 5,864.7円 

→ 5,864円 又は 5,865円となる。 
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（適格請求書を再交付する場合） 

問⑰ 当社は、役務の提供に当たり、予約サイトを通じて予約や代金の精算を行ってい

ます。この際、媒介者交付特例を適用し、予約サイトから購入者に適格請求書を交

付してもらっていますが、実際の役務の提供に際し、顧客から当社に対して適格請

求書の交付を求められました。この場合、当社は改めて適格請求書を交付しなけれ

ばならないのでしょうか。 

【答】 

適格請求書発行事業者には、課税資産の譲渡等を行った場合、課税事業者からの求

めに応じて適格請求書を交付する義務が課されています。また、ご質問のように予約

サイトを通じて代金の精算等を行う場合、一定の要件を満たしていれば、当該予約サ

イトの運営者が、媒介者等として、自己の氏名又は名称及び登録番号を記載した適格

請求書を、委託者である貴社に代わって顧客に対し交付することができます（以下

「媒介者交付特例」といいます。）。 

媒介者交付特例を適用し、媒介者等が適格請求書を交付したのであれば、その時点

で適格請求書の交付義務を果たしていますが、ご質問のように、改めて委託者が適格

請求書を交付することについて、消費税法上妨げられるものではありませんので、顧

客の求めに応じて、適格請求書を交付することもできます。この場合において、委託

者が交付しようとする適格請求書に記載すべき課税資産の譲渡等に係る税抜価額又は

税込価額は、委託者である売手の認識している金額によることとなる点にご留意くだ

さい。 

なお、仕入税額控除は、行った課税仕入れに対して適用されるものですので、購入

者において、一の課税仕入れについて複数枚の適格請求書の保存があったとしても、

仕入税額控除の適用は一回となります。 

（注） 予約サイトの運営者が適格請求書発行事業者ではないなどの理由により、媒

介者交付特例を適用できない場合に、課税事業者である顧客から適格請求書の

交付を求められた際は、委託者においては、適格請求書の交付義務が生じるこ

ととなります。 

（参考）適格請求書を再交付するに当たり、既に交付した複数枚の適格請求書をまと

めて一の適格請求書として再発行する必要がある場合にはそのような対応も可

能です。その場合、当該一の適格請求書に記載された全ての課税資産の譲渡等

に係る税抜価額又は税込価額の合計額を基礎として再計算した消費税額等が、

適格請求書の記載事項としての消費税額等となります。他方、売手において既

に交付した適格請求書の写しを保存しているなど、再発行であることが客観的

に明らかである場合には、その記載すべき消費税額等は、既に交付した適格請

求書に記載された消費税額等を基に記載することとして差し支えありません。 
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【イメージ】（記載事項は一部省略しています。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

請求書（４月分） No.1234 

合計 100,000円（内税 8,416円） 

10％対象 60,000円（内税 5,454円） 

８％対象 40,000円（内税 2,962円） 

 請求書（５月分）No.2345 

合計 130,000円（内税 10,941円） 

10％対象 78,000円（内税  7,090円） 

８％対象 52,000円（内税  3,851円） 

 

請求書（再発行） 

No.1234（4月分）/No.2345（5月分） 

合計 230,000円（内税 19,357円） 

10％対象 138,000円（内税 12,545円） 

８％対象 92,000円（内税  6,814円） 

 

再発行 
（再計算） 

 

再発行する適格請求書において、消費税額

等を再計算することが原則だが、改めて4

月分・5月分の金額を記載することや、各

月に算出した消費税額等を単純に合算する

ことも認められる。 
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（適格請求書の記載事項に係る電磁的記録の保存方法） 

問⑱ 継続的な役務提供に係る課税仕入れについて、仕入先からは書面での適格請求書

は交付されず、取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログイン

し、契約ごとに電磁的記録をダウンロードすることとなっています。当社が仕入税

額控除を行うには、これらの電磁的記録を毎月ダウンロードして保存する必要があ

るのでしょうか。なお、この電磁的記録は、７年間いつでもダウンロードして確認

することが可能な状態になっています。 

【答】 

売手である適格請求書発行事業者から適格請求書に代えて、適格請求書に係る電磁

的記録による提供を受けた場合、仕入税額控除の適用を受けるためには、その電磁的

記録を保存する必要があります。その際、提供を受けた電磁的記録をそのまま保存し

ようとするときには、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等

の特例に関する法律（平成 10 年法律第 25 号。以下「電帳法」といいます。）に準

じた方法により保存することとされています。 

この点、電帳法においては、EC サイト（インターネット上に開設された商品など

を販売するウェブサイトをいいます。）で物品を購入したとき、EC サイト上の購入

者の購入情報を管理するページ内において、領収書等データをダウンロードすること

ができる場合に、当該 EC サイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態で

ある場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても

差し支えないこととされています。 

こうした取扱いは、当該 EC サイト提供事業者が、物品の購入者において満たすべ

き真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に認められるものであ

り、また、当該領収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまで確認が

随時可能である必要があります（その他、本取扱いに関する詳細は、国税庁ホームペ

ージに掲載されている「電子帳簿保存法一問一答」の「お問合せの多いご質問 電取

追２」を参考としてください。）。 

これは、適格請求書に係る電磁的記録の保存においても同様であり、ご質問のよう

に取引先が指定したホームページ上の「マイページ」等にログインすることで、上記

要件を満たした形で適格請求書に係る電磁的記録の確認が随時可能な状態である場合

には、必ずしも当該電磁的記録をダウンロードせずとも、その保存があるものとして、

仕入税額控除の適用を受けることとして差し支えありません。 

（参考）電帳法において、例えば次のような事業者については、検索機能の確保の要

件が不要とされています。 

⑴ 税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提示等の求めに応じるこ

とができるようにしている場合における 

① 判定期間に係る基準期間における売上高が 1,000 万円（令和６年１月

１日以後にやり取りする電磁的記録の場合は、5,000 万円）以下の事業

者 

② 電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに

整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者 
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⑵ 税務署長が相当の理由があると認め、かつ、保存義務者が税務調査等の際

に、税務職員からの求めに応じ、その電磁的記録及び出力書面の提示等をす

ることができる場合には、その保存時に満たすべき要件にかかわらず電磁的

記録の保存が可能となる措置（猶予措置）の対象となる事業者 

そのため、こうした事業者にあっては、取引先のホームページにおいて、検

索機能の確保がなされていなかったとしても、適格請求書に係る電磁的記録の

確認が随時可能な状態であれば、仕入税額控除の適用を受けることとして差し

支えありません。 

なお、上記⑴②、⑵における電磁的記録を出力した書面としては、必ずしも

適格請求書そのものに係る電磁的記録でなくてもよく、当該取引に係る金額や

取引年月日等の情報が判別できる資料でも差し支えありません。 
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（消費税課税事業者選択届出書を提出しても２割特例の適用ができる場合） 

問⑲ 私は、今まで免税事業者であったものの、令和５年に入ってから適格請求書発行

事業者の登録申請書を提出し、令和５年 10 月１日から適格請求書発行事業者（課

税事業者）となった個人事業者です。当該登録申請書の提出に当たり、「消費税課

税事業者選択届出書」も同時に提出したのですが、その提出日によっては令和５年

分の確定申告において２割特例が適用できないことがあると聞きました。私のよう

な場合には、令和５年分の申告において２割特例を適用できますか。 

【答】 

２割特例は「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった事業

者も適用を受けることができますが、令和５年 10 月１日より前から同届出書の提出

により引き続き課税事業者となる同日を含む課税期間、つまり、令和５年９月 30 日

以前の期間を含む課税期間の申告については、２割特例の適用を受けることはできま

せん（注１）。 

「消費税課税事業者選択届出書」の効果は、原則として、その提出した日の属する

課税期間の翌課税期間から生じるところ、ご質問の場合、その効果は令和６年１月１

日から生じるため、令和５年分については、令和５年 10月 1日（適格請求書発行事

業者の登録日）から令和５年 12 月 31 日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び

特定課税仕入れについて申告を行うことになり、令和５年９月 30 日以前の期間を含

まないことから、２割特例の適用を受けることができます（注２）。 

（注）１ 「消費税課税事業者選択届出書」の提出により令和 5 年 10 月 1 日の属

する課税期間から課税事業者となった事業者が、同日より前に登録申請書を

提出している場合は、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を当該課税期

間の末日までに提出することで、令和５年 10月 1日を含む課税期間に係る

申告につき２割特例の適用を受けることができます（その場合、上記と同様、

登録日から課税期間の末日までの期間に行った課税資産の譲渡等及び特定課

税仕入れについて申告を行うことになります。）。 

その他、２割特例の適用ができない課税期間についての詳細は、「消費税

の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問

115」及び「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に

関するＱ＆Ａの問 116」をご参照ください。 

２ 令和６年１月１日から課税事業者となる効果が生じますが、令和６年分の

申告においても、基準期間である令和４年分の課税売上高が 1,000 万円以

下である場合には、原則として、２割特例の適用を受けることができます。 
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（電気通信利用役務の提供と適格請求書の保存） 

問⑳ 当社は、国外事業者との間でリバースチャージ方式の対象となる取引（インター

ネット広告の配信）や、消費者向け電気通信利用役務の提供に該当する取引（電子

書籍の購入）を行っていますが、仕入税額控除を行うために適格請求書の保存は必

要でしょうか。 

【答】 

国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用

役務の提供」（例：「インターネット広告の配信」等）については、特定課税仕入れ

として、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務が課されます（リバース

チャージ方式）。そして、当該リバースチャージ方式により申告・納税を行う消費税

額については、仕入税額控除の対象となりますが、その適用要件として適格請求書の

保存は必要なく、一定の事項が記載された帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能とな

ります。 

これに対し、国外事業者が行う事業者向け電気通信利用役務の提供以外の電気通信

利用役務の提供（いわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供）（例：「電子書籍・

音楽の配信」等）について仕入税額控除の適用を受けるためには、売手である国外事

業者から交付を受けた適格請求書（当該適格請求書の記載事項に係る電磁的記録を含

みます。）の保存が必要です。 

また、国外事業者が行う消費者向け電気通信利用役務の提供について、適格請求書

の保存がない場合に、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れについて

一定割合（80％、50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受ける

ことはできませんが、少額特例（一定規模以下の事業者が、令和５年 10 月１日から

令和 11 年９月 30 日までの間に行う税込み１万円未満である課税仕入れについて、

一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることがで

きる経過措置）の適用を受けることはできます。 

（注） 令和５年9月１日時点で登録国外事業者（適格請求書等保存方式の開始前に

おいて、消費者向け電気通信利用役務の提供を行うため、国税庁長官の登録を

受けた国外事業者をいいます。）であり、かつ、同日において「登録国外事業

者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出していない事業者は、令和５年

10 月１日に適格請求書発行事業者の登録を受けたものとみなされ、登録番号

（Ｔ＋13桁の数字）が付番されています。 

また、そうした国外事業者においては、令和６年３月 31 日までは登録国外

事業者として付番されている番号（00001 等の５桁の番号）を登録番号とし

て適格請求書に記載することができることとされています。 

（参考）電気通信利用役務の提供やリバースチャージ方式の詳細については、「国境

を越えた役務の提供に係る消費税の課税関係について」をご参照ください。 
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（セミナー参加費に係る適格請求書の交付方法） 

問㉑ 当協会は、協会に所属する会員向けに講師を招いてセミナーを開催しています。

その際の講演料はまとめて当協会が支払いますが、一定割合を協会で負担すること

とした上で、残りをセミナーの参加予定者数で按分して参加費として受領していま

す（1,000 円未満の端数は切上げ）。この場合、参加者に対してどのように適格請

求書を交付すればよいでしょうか。 

【答】 

１ セミナーの参加費が貴協会の課税売上げとなる場合 

原則として、貴協会が会員（参加者）に対しセミナーという役務の提供を行ったも

のと解されることから、貴協会においては、当該セミナーの参加者から受領した金額

が課税売上げ、講演料として支払った金額が課税仕入れとなり、参加者にとっては、

セミナー参加に当たって負担した金額がセミナーという役務提供の対価として課税仕

入れとなるものと考えられます。 

そのため、参加者から代金を受領する際には、適格簡易請求書の記載事項を満たし

た領収書等の交付を行うことが考えられます（セミナー参加費について適格簡易請求

書の対象となる点は、「多く寄せられるご質問の問⑭」をご参照ください。）。 

なお、具体的な記載事項は、次のとおりです。 

① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号 

② 課税資産の譲渡等を行った年月日 

③ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 

④ 課税資産の譲渡等の税抜価額又は税込価額を税率ごとに区分して合計した金額 

⑤ 税率ごとに区分した消費税額等又は適用税率※ 

※ 「税率ごとに区分した消費税額等」と「適用税率」を両方記載することも可能

です。 

 

２ セミナーの参加費が預り金として処理される場合 

他方、貴協会と会員（参加者）との間での契約などにより、セミナー参加に当たっ

て負担する金額が、講演料の一部負担金（立替払）であることが明らかであり、かつ、

講演料の総額を超える対価を受領することがないなどの場合には、貴協会において預

り金として処理することも認められるものと考えられます。 

また、その場合、参加者が負担した金額は、講演を受けるという役務提供の対価と

して課税仕入れに該当し、貴協会から交付を受けた講演料に係る適格請求書のコピー

と立替金精算書の保存により仕入税額控除の適用を受けることが可能です。 

さらに、適格請求書のコピーが大量となるなどの事情により、コピーを交付するこ

とが困難なときは、貴協会が適格請求書を保存しておくことで、参加者は貴協会から

交付を受けた立替金精算書のみの保存をもって、仕入税額控除の適用を受けることが

可能です。この場合、当該立替金精算書には、以下のイメージのとおり、課税仕入れ

を行う参加者が仕入税額控除の適用を受けるに当たっての必要な事項が記載されてい

る必要があります。 
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【立替金精算書のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、上記立替金精算書による対応は貴協会が適格請求書発行事業者であるかどう

かは問いませんが、貴協会と講師の双方が適格請求書発行事業者である場合において

は、媒介者交付特例を適用し、貴協会の名称及び登録番号を記載して、適格簡易請求

書を交付することも可能です（その場合の記載事項は上記1の適格簡易請求書と同じ

です。また、媒介者交付特例の詳細については「消費税の仕入税額控除制度における

適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの問 48」をご参照ください。）。 

  

立替金精算書 

R●．３．１ セミナー費用 （●●様※講演料） 

2,000円 （10％） 

※ 本立替金精算書の保存をもって仕入税額控除

の適用を受けることが可能です。 

参加者が仕入税額控除の適用を受けるに当た
り、売手である適格請求書発行事業者の氏名又
は名称を帳簿に記載する必要があることから、
講師の氏名を表示している。 

本件における立替金精算書は、適格請求書の交付対象（講演料）に係るものである

ため、本来は宛名（セミナー参加者の氏名又は名称）や消費税額等及び適用税率の記

載が必要となりますが、適格簡易請求書の交付が可能な事業における立替金精算書に

ついては、適格請求書が立替者（協会）において保存されることをもって、適格簡易

請求書と同様、記載事項を省略する（宛名不要、消費税額等又は適用税率のいずれか

で良い）こととして差し支えありません。 

本立替金精算書の保存をもって仕入税額控除
の適用が可能である点（＝売手である講師が適
格請求書発行事業者である点）を示している。 
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（課税期間の中途から課税事業者となった場合の基準期間における課税売上高） 

問㉒ 私は、令和５年10月１日から適格請求書発行事業者となった個人事業者ですが、

それまでの間は免税事業者でした。令和７年分の申告における基準期間（令和５年

分）における課税売上高は、免税事業者であった令和５年１月から９月までの金額

を含むのでしょうか。 

【答】 

適格請求書発行事業者になったことにより、令和５年 10 月１日から課税事業者とな

った個人事業者が、令和７年分の消費税の確定申告を行うに当たり、その基準期間は令

和５年となりますが、この場合の基準期間における課税売上高（税抜）は、当該個人事

業者が免税事業者であった期間（令和５年１月から９月）の課税売上高を含む金額で計

算することとなります。 

また、その免税事業者であった期間に係る課税売上高について税抜処理は行わず、そ

の売上げ（非課税売上げ等を除きます。）がそのまま課税売上高となりますので、以下

の例のとおり計算することとなります。 

 

【計算例】※ 全て適用税率は 10％ 

① 令和５年１月～９月 課税売上高 5,500,000円 

② 令和５年 10月～12月 課税売上高 4,400,000円 

⇒ ① 5,500,000 円 ＋ ② 4,400,000円×100／110 ＝ 9,500,000円 

    そのまま計算          税抜処理 
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（金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書の保存方法） 

問㉓ 金融機関の窓口又はオンラインで決済を行った際の金融機関の入出金手数料や振

込手数料について、仕入税額控除の適用を受けるために、何を保存すればよいでし

ょうか。 

【答】 

入出金手数料や振込手数料について仕入税額控除の適用を受けるには、原則として適

格簡易
．．

請求書及び一定の事項が記載された帳簿の保存が必要となります（注１）。 

他方、金融機関における入出金や振込みが多頻度にわたるなどの事情により、全ての

入出金手数料及び振込手数料に係る適格簡易請求書の保存が困難なときは、金融機関ご

とに発行を受けた通帳や入出金明細等（個々の課税資産の譲渡等（入出金サービス・振

込サービス）に係る取引年月日や対価の額が判明するものに限ります。）と、その金融

機関における任意の一取引（一の入出金又は振込み）に係る適格簡易請求書を併せて保

存する（注２・３）ことで、仕入税額控除を行って差し支えありません。 

また、基準期間における課税売上高が１億円以下であるなど一定規模以下の事業者に

ついては、令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの間に国内において行う

課税仕入れについて、当該課税仕入れに係る支払対価の額が１万円未満である場合には、

一定の事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除の適用を受けることができ

る経過措置（少額特例）も設けられていますので、上記のような対応は必要ありません

（少額特例の詳細については、「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存

方式に関するＱ＆Ａの問 111」をご参照ください。）。 

（注）１ 一般的に、金融機関の入出金サービスや振込サービスについては、不特定か

つ多数の者に課税資産の譲渡等を行う事業に該当し、適格簡易請求書の交付対

象になるものと解されます。また、金融機関の ATM によるものである場合、

３万円未満の物であれば、自動サービス機により行われる取引として、一定の

事項が記載された帳簿のみの保存により仕入税額控除が可能です（詳細は、

「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するＱ＆Ａの

問 47」をご参照ください。）。 

２ インターネットバンキングなど、オンラインで振込みを行った際の手数料等

について、電磁的記録により適格簡易請求書が提供される場合には、当該電磁

的記録をダウンロードする必要があります。ただし、同種の手数料等を繰り返

し支払っているような場合において、当該手数料等の適格簡易請求書に係る電

磁的記録が、インターネットバンキング上で随時確認可能な状態であるなど一

定の要件を満たすのであれば、必ずしも当該適格簡易請求書に係る電磁的記録

をダウンロードせずとも、仕入税額控除の適用を受けることが可能です（適格

簡易請求書に係る電磁的記録の取扱いについては「多く寄せられるご質問の問

⑱」を、電子帳簿保存法の取扱いについては「電子帳簿保存方法一問一答」の

「お問合せの多いご質問 電取追２－２」をご参照ください。）。 

３ 金融機関が適格請求書発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、一回

のみ取得・保存することで差し支えありません。また、金融機関から各種手数
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料に係るお知らせ（適格請求書発行者の氏名又は名称及び登録番号、適用税率、

取引の内容が記載されたものに限ります。）を受領した場合には、当該一のお

知らせを保存することで適格簡易請求書の保存に代えることが可能です。 
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（消費者に限定した取引についての適格請求書の交付義務） 

問㉔ 当社は適格請求書発行事業者です。当社の提供しているサービスは、利用規約に

おいてその対象を消費者に限定しているため、課税事業者から適格請求書の求めが

あったとしても適格請求書の交付は行わないこととしてよいでしょうか。 

【答】 

適格請求書発行事業者は、課税事業者の求めに応じて、適格請求書の交付義務が生じ

ます。そのため、消費者に対しては適格請求書を交付する義務は生じませんので、貴社

の利用規約等において提供するサービスの対象を消費者に限定し、実際に事業者による

利用がないのであれば、適格請求書を交付する必要はありません。 

しかしながら、そうした制限にもかかわらず、実際に当該サービスを利用した課税事

業者から適格請求書の交付を求められた場合には、利用規約等にかかわらず、消費税法

上、貴社にその交付義務が生じることとなります。 

その際、貴社の提供するサービスが不特定かつ多数の者に資産の譲渡等を行う事業で

ある場合には、適格請求書に代えて、適格簡易請求書を交付することが可能です。 

（参考）適格簡易請求書の記載事項等に関する詳細は、「消費税の仕入税額控除制度に

おける適格請求書等保存方式に関するQ＆Aの問58」をご参照ください。 
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（クレジットカードにより決済されるタクシーチケットに係る回収特例の適用） 

問㉕ 当社は、クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットを利用していま

す。そうしたタクシーチケットは、タクシー事業者等が発行しているものとは異な

り、クレジットカード利用明細書しか送られてこず、また、タクシーチケット自体

取引先等に手交していることから、タクシーを利用した際に交付を受ける適格簡易

請求書の保存をすることもできません。この場合、当社は仕入税額控除の適用を受

けるためにどうすべきでしょうか。 

【答】 

クレジットカード会社が発行しているタクシーチケットにつき、その使用された金

額について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則として、その使用に当たって

タクシー事業者（当該タクシー事業者に係る事業者団体など、個々の契約等により当

該タクシー利用に係る課税売上げを計上すべきこととされている者を含みます。以下

同じです。）から受領した適格簡易請求書の保存が必要となります。 

しかしながら、ご質問のようにタクシーチケットは取引先等に手交されることも多

いことを踏まえれば、適格簡易請求書の保存が困難といった事情があると考えられま

す。そのため、受領したクレジットカード利用明細書及び以下の資料に記載された内

容等に基づき、利用されたタクシー事業者が適格請求書発行事業者であることが確認

できる場合には、適格簡易請求書の記載事項（取引年月日を除きます。）が記載され

ている証票が使用の際に回収される取引として、帳簿のみの保存により仕入税額控除

の適用を受けることとして差し支えありません（回収特例）。 

・ 利用されたタクシー事業者のホームページ 

・ クレジットカード会社のホームページ等に掲載されている利用可能タクシー一覧 

なお、適格請求書発行事業者以外のタクシー事業者の利用であったことが確認され

た場合には、当該タクシー利用時に受領した領収書（未収書等）や、別途当該タクシ

ー事業者から発行を受けた書類など、区分記載請求書の記載事項を満たした書類及び

一定の事項を記載した帳簿の保存があれば、仕入税額相当額の一定割合（80％、

50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置の適用を受けることができます。 
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（月の中途で適格請求書発行事業者となった場合の適格請求書等の交付方法） 

問㉖ 当社は、機械装置の貸付けを行っている免税事業者です。契約上、毎月末に使用

料を受領し、領収書を発行しているところ、この度、月の中途に適格請求書発行事

業者の登録を受けたのですが、どのように領収書（適格請求書）を交付すべきでし

ょうか。 

また、棚卸資産としての機械装置の販売やその保守点検といった役務提供も行っ

ていますが、この場合の適格請求書の交付はどうなりますか。 

【答】 

１ 資産の貸付けに係る適格請求書 

適格請求書発行事業者は、登録日以後の取引について、相手方（課税事業者に限

ります。）の求めに応じて、適格請求書を交付する義務が生じます（免税事業者が

令和５年 10 月１日から令和 11 年９月 30 日までの日の属する課税期間において

登録を受ける場合、登録日から適格請求書発行事業者となる経過措置が設けられて

います。詳細は「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関す

るQ＆A の問７」をご参照ください。）。 

資産の賃貸借契約に基づいて支払を受ける使用料等の額（前受けに係る額を除き

ます。）を対価とする資産の譲渡等の時期は、当該契約又は慣習によりその支払を

受けるべき日とすることとされています。そのため、ある月の中途に適格請求書発

行事業者の登録を受けた場合においても、月末にその月分の支払を受けることとし

ているなど、使用料等の支払を受けるべき日が登録日以後となるのであれば、その

月分の使用料等の全額につき適格請求書を交付することとなります。 

（注） この場合、課税資産の譲渡等がその支払を受けるべき日に行われたことと

なるため、その登録を受けた月分の使用料等については、適格請求書発行事

業者の登録前の期間に係るものについて日割計算などは行わず、全額を課税

売上げとして消費税の申告を行うこととなります。 

他方、前受けに係るもの（翌月分を前払で受けるようなもの）である場合には、

その資産の譲渡等の時期は、原則として現実に資産の譲渡等を行った時となるため、

登録日前の取引と登録日以後の取引に区分するなどの対応が必要となります。この

場合、適格請求書ではない領収書を交付し、登録通知を受け登録日が判明した後に、

適格請求書となる部分を区分して交付するなどの方法によることとして差し支えあ

りません。 

 【３月 15日に登録を受けた場合のイメージ】 

《登録日以後に使用料等を受領する場合》 

 

 

 

 

 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月31日 登録日 ３月15日 
 

３月分の領収 

3/１～3/31 
全てを適格請求書

として交付 

支払を受けるべき日 
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《登録日前に使用料等を前受けする場合》 

 

 

 

 

 

 

 

※ 買手においては、領収金額の総額から適格請求書として交付を受けた金額（3

月15日から31日までの分）を差し引いた金額を、３月１日から14日までの分の

課税資産の譲渡等に係る対価の額として追記することにより、当該金額につき区

分記載請求書等と同様の記載事項が記載された請求書等の保存があるものとして、

仕入税額の一定割合（80％、50％）を仕入税額とみなして控除できる経過措置

の適用を受けることができます。 

 

２ 棚卸資産の譲渡に係る適格請求書 

棚卸資産の譲渡を行った日は、その引渡しのあった日とされており、引渡しの日

がいつであるかについては、例えば、出荷した日、相手方が検収した日、相手方に

おいて使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等、

当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じてその引渡しの

日として合理的であると認められる日のうち、事業者が継続して棚卸資産の譲渡等

を行ったこととしている日によるものとされています。 

したがって、貴社が継続して棚卸資産の譲渡等を行ったこととしている日が、登

録日以後となる取引について、適格請求書を交付することとなります。 

 【３月 15日に登録を受けた場合のイメージ】 

《出荷日を棚卸資産の譲渡を行った日としている例》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月分の領収 

３/１～3/31 
通常の領収書

として交付※ 

出荷 

出荷 着荷・検収 

着荷・検収 取引① 

取引② 
適格請求書

の交付対象 

適格請求書の交付対象外
．．．

 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月31日 登録日 ３月15日 
 

３月分の適格請求書 

３/15～3/31 

                                   

登録後に 

適格請求書を

別途交付 

前受 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月31日 登録日 ３月15日 
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３ 役務の提供に係る適格請求書 

役務の提供を行った日は、原則として、その約した役務の全部の提供を完了した

日になります。したがって、貴社の行う保守点検が完了した日が適格請求書発行事

業者の登録を受けた日以後であるならば、その保守点検料等の全額につき適格請求

書を交付することとなります。 

（注） 保守点検が完了した日が適格請求書発行事業者の登録を受けた日以後であ

る場合、その保守点検料については、適格請求書発行事業者の登録前の期間

に係るものについて日割計算などは行わず、全額を課税売上げとして消費税

の申告を行うこととなります。 

 【３月 15日に登録を受けた場合のイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

役務提供完了 

役務提供完了 取引① 

取引② 
適格請求書

の交付対象 

適格請求書の交付対象外
．．．

 

適格請求書発行事業者 免税事業者 

３月１日 ３月31日 登録日 ３月15日 
 



 

 

Ⅰ【電子取引関係】 

追１ 令和６年１月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。 …１ 

追１

-２ 

従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条件通知

書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサービスを

利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」データや

「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありますか。【令

和６年３月追加】 

 

 

 

…１ 

追２ ＥＣサイトで物品を購入したとき、ＥＣサイト上の購入者の購入情報を管理す

るページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、

領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。 

 

 

… ２ 

追２

-２ 

インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等を実

施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要とのこと

ですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能でしょ

うか。【令和６年２月追加】 

 

 

 

… ３ 

追３ 高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に

係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から

受領するクレジットカ―ド利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一

取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除

を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような

取扱いとなりますか。 

 

 

 

 

 

… ３ 

追４ わが社では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録（電子データ）と書類（紙）

が取引において混在しています。電子データ自体の保存は電子帳簿保存法上の保

存要件に沿って適切に対応していますが、電子メール等一定の電子データについ

 

 

 

お問合せの多いご質問（令和６年３月） 
 この追加問答集は、「電子帳簿保存法一問一答【電子計算機を使用して作成する

帳簿書類関係】、【スキャナ保存関係】、【電子取引関係】（令和５年６月版）」の公表

後、ご質問の多かった事項について追加問として整理し、集約したものです。 

 なお、この追加問答集は、令和６年１月１日以後に適用されます。 

また、文中の「電子帳簿保存法一問一答」は、令和６年１月１日以後の取扱いに

関するものをいいます。 

（本内容は、次回改訂時の「電子帳簿保存法一問一答」に反映されます。） 



 

 

ては、経理事務の便宜のため、書面に印刷してその他の書類と一緒にファイルに

綴り整理しています。このような保存方法を採用して問題ないですか。【令和６

年 1 月追加】 

 

 

… ４ 

 

Ⅱ【補足説明】 

補１  一問一答【電子取引関係】問 40 … ４ 

補２ 一問一答【電子取引関係】問 45 … ４ 

補３ 一問一答【電子取引関係】問 61 … ５ 
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Ⅰ【電子取引関係】 

 

【制度の概要等】 

 

【回答】 

令和６年１月施行前後で、電子取引データの保存範囲は変わりません。 

また、法人税法及び所得税法において、「取引に関して相手方から受け取った注文書、契

約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類及び自己の作成したこれらの書類

でその写しのあるものはその写し」を保存することとされており、電子帳簿保存法における

電子取引データの保存範囲もこれらの書類を紙で保存する場合の保存範囲と変わりありま

せん。 

例えば、「見積書」との名称の書類で相手に交付したものであっても、連絡ミスによる誤

りや単純な書き損じ等があるもの、事業の検討段階で作成された、正式な見積書前の粗々な

もの、取引を希望する会社から一方的に送られてくる見積書などは、保存の必要はないもの

と考えられます。 

 

【保存対象】 

 

【回答】 

従業員の雇用に際して相手方に交付する「労働条件通知書」や相手方との間で取り交わす

「雇用契約書」には、通常、契約期間、賃金、支払方法等に関する事項等が記載されており、

法第２条第５号に規定する取引情報（取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、

送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項）に該当します。

その取引情報の授受を電子メールなどの電磁的方式により行う場合には、電子取引に該当

しますので、その電子取引データを保存する必要があります（保存方法については電子帳簿

保存法一問一答【電子取引関係】問 27等を参照してください。）。 

 

 

 

 

電取追１ 令和６年１月前後で、電子取引データの保存範囲は変わりますか。 

電取追１－２ 従業員を雇用する際、賃金や労働時間等の労働条件を記載した「労働条

件通知書」データを電子メールに添付して相手方に送信し、また、クラウドサ

ービスを利用して「雇用契約書」の授受を行った場合、この「労働条件通知書」

データや「雇用契約書」データは電子取引データとして保存する必要がありま

すか。【令和６年３月追加】 
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【保存方法】 

 

【回答】 

《ＥＣサイトを利用した場合の領収書等データのダウンロードについて》 

インターネット上でその領収書等データを確認できることとなった時点が電子取引の授

受があったタイミングと考えられます（電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問 40参

考）。 

このため、ＥＣサイト提供事業者が提供するＥＣサイトを利用し物品を購入した場合に、

当該ＥＣサイト上で領収書等データの取引情報を確認することができるようになった時点

で電子取引の受領があったものとして、電子取引に係る保存義務者（物品の購入者）は、そ

の領収書等データを保存する必要がありますが、当該ＥＣサイト上でその領収書等データ

の確認が随時可能な状態である場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードし

て保存していなくても差し支えありません。 

《この取扱いによる場合の要件について》 

 この取扱いは、ＥＣサイト提供事業者が、電子取引に係る保存義務者（物品の購入者）に

おいて満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けるこ

とができます（真実性の確保及び検索機能の確保の要件については、同問 15参照）ので、

ご注意ください。 

他方で、例えば、税務職員による質問検査権に基づく電磁的記録の提示等の求めに応じる

ことができるようにしている場合には、判定期間に係る基準期間（通常は２年前です。）の

売上高が 5,000 万円以下の事業者又は電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の

日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしている事業者について

は、全ての検索機能の確保の要件が不要とされることから、ＥＣサイト上の購入者の購入情

報を管理するページ内において、検索機能の確保がなされている必要はありません。 

《領収書等データの保存期間に関する注意事項》 

領収書等データに限らず電子取引のデータ保存制度によって保存する電子データは各税

法に定められた保存期間中、保存時に満たすべき要件に沿って適切に保存する必要があり、

上記方法で保存している領収書等データは各税法に定められた保存期間が満了するまでＥ

Ｃサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である必要があります。各税法

に定められた保存期間が満了する前にＥＣサイト上でその領収書等データの確認ができな

くなる場合は、その確認ができなくなる前にその領収書等データをダウンロードして保存

電取追２ ＥＣサイトで物品を購入したとき、ＥＣサイト上の購入者の購入情報を管理す

るページ内において、領収書等データをダウンロードすることができる場合に、

領収書等データを必ずダウンロードして保存する必要がありますか。 
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する必要があることにご注意ください。 

 

【保存方法】 

 

【回答】 

 インターネットバンキングを利用した振込等に係る取引年月日・金額・振込先名等が記載

されたデータについては、そのデータ（又は画面）をダウンロードする又は印刷機能等によ

ってＰＤＦファイルを作成するなどの方法により保存することとしています（電子帳簿保

存法一問一答【電子取引関係】問９参照）。 

そのほか、ご質問のように金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等（以下「オンラ

イン上の通帳等」といいます。）による保存も可能です。この場合において、１件の振込等

において振込先が複数あるときは、各振込先・振込金額を確認できる書類等の保存が必要で

す。 

なお、オンライン上の通帳等による保存の場合、オンライン上の通帳等の確認が随時可能

な状態であるときは、必ずしもオンライン上の通帳等をダウンロードして保存していなく

ても差し支えありません。この取扱いによる場合には、電取追２の《この取扱いによる場合

の要件》や《保存期間に関する注意事項》を併せて参考にしてください。 

 

【保存方法】 

 

【回答】 

帳簿書類の保存義務の前提として、申告納税制度の下で適正な申告を実現するためには

納税者による日々の取引に関する記録の保存が重要であり、取引に関して受領した領収書

等の書類は、法人税及び所得税法上、保存する義務があります。 

もっとも、ＥＴＣの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定

電取追２－２ インターネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当し、振込等

を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータの保存が必要との

ことですが、金融機関のオンライン上の通帳や入出金明細等による保存も可能で

しょうか。【令和６年２月追加】 

電取追３ 高速道路の利用が多頻度にわたるなどの事情により、全ての高速道路の利用に

係る利用証明書の保存が困難なときは、消費税法上、クレジットカード会社から

受領するクレジットカード利用明細書と利用した高速道路会社などの任意の一

取引に係る利用証明書をダウンロードし、併せて保存することで、仕入税額控除

を行って差し支えない取扱いとなっていますが、電子帳簿保存法上はどのような

取扱いとなりますか。 
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してウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領し

ているものではありません。 

このため、法人税及び所得税法上、このように、納税者が受領していない利用証明書につ

いてまで、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありません。 

ただし、消費税法における仕入税額控除を適用するために、任意の一取引に係る利用証明

書の発行を受けた（ダウンロードした）場合（消費税の仕入税額控除制度における適格請求

書等保存方式に関するＱ＆Ａ【問 103】）には、その利用証明書自体は取引に関して受領し

た書類に該当することから、これを電帳法上の要件を満たす形で電子保存してもらう必要

があることにご注意ください。 

 

【電磁的記録の書面出力】 

 

【回答】 

ご質問のように、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を削除せず、電子帳簿保存法の保

存要件に沿って保存した上で、当該電磁的記録を書面に出力し、その他の書類と一緒に整理

することは何ら問題ありません。 

 

Ⅱ【補足説明】 

 

 

※ 電取追２及び電取追３と電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問 40との関係を整

理したもの。 

【補足説明】 

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問 40では、領収書等データについては、その

取引の日が属する年分中にダウンロードを行い、要件に従って保存を行う必要があるとさ

れていますが、一定のＥＣサイト上でその領収書等データの確認が随時可能な状態である

場合には、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支え

電取追４ わが社では、電子取引の取引情報に係る電磁的記録（電子データ）と書類（紙）

が取引において混在しています。電子データ自体の保存は電子帳簿保存法上の

保存要件に沿って適切に対応していますが、電子メール等一定の電子データに

ついては、経理事務の便宜のため、書面に印刷してその他の書類と一緒にファ

イルに綴り整理しています。このような保存方法を採用して問題ないですか。

【令和６年 1月追加】 

補１ 一問一答【電子取引関係】問 40 
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ありません（電取追２参照）。 

また、電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】問 40では、領収書等データが提供され

ている以上、ダウンロードしなければ保存義務が生じないものではないとされていますが、

例えば、ＥＴＣの利用証明書については、納税者が必要に応じて自ら必要な範囲を指定して

ウェブ上で発行してもらうものであり、必ずしも利用証明書の全てを納税者が受領するも

のではなく、法人税及び所得税法上、納税者が受領していない利用証明書についてまで、保

存義務の対象となりません（電取追３参照）。 

 

 

※ 基準期間の売上高は消費税等を含まない金額であることを明確にしたもの。 

【補足説明】 

基準期間における売上高が5,000万円を超えるかどうかの判断基準については、消費

税法第37条の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の課税期間に係る基準

期間における課税売上高の判断基準の例によりますが、基準期間における売上高につ

いては、消費税及び地方消費税の額を除いた税抜金額で判断します。 

なお、基準期間における売上高は、消費税法上の基準期間における課税売上高と異なり、

同法における非課税売上額が含まれますので、消費税の免税事業者や簡易課税制度を適

用している者であっても、非課税売上額を含めると 5,000万円を超える場合は、規則第４

条第１項柱書における「判定期間に係る基準期間の売上高が 5,000万円以下の場合」には

該当しませんのでご注意ください。 

また、基準期間の売上高には、個人事業主においては、家事消費高及びその他の収入、

法人においては、いわゆる営業外収益や特別利益を含まれませんので、例えば、一時的に

保有する資産の売却額は含まれません。 

 

 

※ 「相当の理由」として認められる理由を例示し、猶予措置の適用があることを明確にし

たもの。 

【回答】 

令和５年度の税制改正において創設された新たな猶予措置の要件である「相当の理由」に

は、例えば、その電磁的記録そのものの保存は可能であるものの、検索機能の確保の要件な

ど、保存時に満たすべき要件に従って保存するためのシステム等や社内のワークフローの

整備が間に合わない等といった、自己の責めに帰さないとは言い難いような事情も含め、こ

補２ 一問一答【電子取引関係】問 45 

補３ 一問一答【電子取引関係】問 61 
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の猶予措置における「相当の理由」があると認められます（電子帳簿保存法一問一答【電子

取引関係】問 61参照）。 

したがって、検索機能の確保の要件を満たすための準備が間に合わない場合についても、

電磁的記録及びその電磁的記録を出力することにより作成した書面（整然とした形式及び

明瞭な状態で出力されたものに限ります。）の提示・提出の要求に応じることができるよう

にしておくことで、猶予措置の適用によって、電子取引データの保存義務に対応することが

できます（同問 65参照）。 

 

 



▮対象となる施設

６ 円以下 ６ 円

一食当たり

① 有料老人ホームにおいて、当該有料老人ホームの設置者又は運営者が、当該有料老人ホームの一定の入
居者※１に対して行う飲食料品の提供

② サービス付き高齢者向け住宅において、当該サービス付き高齢者向け住宅の設置者又は運営者が、当該
サービス付き高齢者向け住宅の入居者に対して行う飲食料品の提供

③ 義務教育諸学校の施設において、当該義務教育諸学校の設置者が、その児童又は生徒の全て※２に対して
学校給食として行う飲食料品の提供

④ 夜間課程を置く高等学校の施設において、当該高等学校の設置者が、当該夜間過程において、生徒の全
て※２に対して夜間学校給食として行う飲食料品の提供

⑤ 特別支援学校の幼稚部又は高等部の施設において、当該特別支援学校の設置者が、幼児又は生徒の全
て※２に対して学校給食として行う飲食料品の提供

⑥ 幼稚園の施設において、当該幼稚園の設置者が、教育を受ける幼児の全て※２に対して学校給食に準じて
行う飲食料品の提供

⑦ 特別支援学校に設置される寄宿舎において、当該寄宿舎の設置者が、寄宿する幼児、児童又は生徒に対
して行う飲食料品の提供

※１ 60歳以上の者、要介護認定・要支援認定を受けている60歳未満の者又はそれらの者の配偶者に限られます。

※２ アレルギーなどの個別事情により全ての児童又は生徒に対して提供することができなかったとしても軽減税率の
適用対象となります。

同一の日に同一の者に対して行う飲食料品の提供の対価の額（税抜）が･･･

１日
累計1,920円まで 2,010円まで

＋30円

令和６年６月１日～

特定の施設において行う一定の金額以下の飲食料品の
提供については、軽減税率の適用対象となります

消費税の軽減税率の対象となる

← ここが変わります！

← ここは変わりません

１日
累計

▮金額基準

以下７０４０


